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 原油・原材料価格高騰の影響を受けている中小企業者の 

 資金繰りを支援します 
 

 県は、県制度融資の経営安定資金において、全業種（１，１４６業種）を知事の指

定する融資対象業種とし、原油・原材料高で事業活動に影響を受けている県内中小企

業者をより強力に支援します。 

 制度を利用する場合は、県内各金融機関や事業所所在地区の商工会議所・商工会に

ご相談ください。 

 

● 経営安定資金【知事指定等貸付】（原油・原材料高特例） 

要件等 概 要 

知事指定業種 全業種（１，１４６業種） 

融資対象 者 

原油・原材料価格の高騰を受け、最近１か月の売上総利益率又

は営業利益率が過去２年のうちいずれかの同月比で５％以上減

少している事業者 

指 定 期 間 
令和３年１２月２３日（木）から 

令和４年 ３月３１日（木）まで 

融資限度 額 運転資金 ８，０００万円 

融 資 期 間 １０年以内（３年以内据置可） 

融 資 利 率 年０．６％以内～０．８％以内（融資期間による） 

保 証 料 率 年０．４５％～１．５９％（９区分） 

● 新たに融資対象となる業種（一例） 

   製造業（食料品、自動車附属品、プラスチック製品、金属製品等の一部） 

   卸売・小売業（食料品、建築材料等の一部） など 

● その他 

   知事による業種指定は１３年ぶり 

 令和３年１２月２３日 
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